
JP 4174863 B2 2008.11.5

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 車輌本体の前方ドアに取り付けられ該車輌本体の側方及び後方を確認するための鏡面が
ドアミラー用ハウジングに装着されたドアミラーと、
該ドアミラー用ハウジングの前記鏡面側とは反対側の背面に、前輪及びその周辺部分を確
認するために回動自在に取り付けられたカメラ装置とを備えて構成され
　前記カメラ装置は、カメラ収納用ハウジングの内部に収納及び固定されており、
　前記カメラ収納用ハウジングは、前記ドアミラー用ハウジングの収納凹部に沿ってその
底面の裏面に半球状の凹面を備えた取付け凹部と、その底面中央部から前記取付け凹部へ
貫通する第１の貫通孔を有し、
　前記ドアミラー用ハウジングの前記収納凹部の底面には、前記半球状の凹面とほぼ直径
が同一の半球状の凸面を備えるとともに、漏斗状の第２の貫通孔が設けられた取付け凸部
が前記カメラ装置の収納側に突出して形成され、
　前記取付け凸部の裏面に前記半球状の凹面と内周面に連続する略円筒面を備えた円筒状
枠からなる摺動軸取付け部が形成され、
　前記カメラ収納用ハウジングの前記取付け凹部は、前記ドアミラー用ハウジングの取付
け凸部に、第１の貫通孔と第２の貫通孔とが一致するように合わせて取付けられ、
　前記ドアミラー側から、頭部が球状に形成されている摺動軸を両貫通孔に挿入して前記
取付け凹部の前記カメラ収納用ハウジングの内側からナットにより締め付けられる
　ようにしたことを特徴とする
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車輌用周辺確認装置。
【請求項２】
 前記カメラ装置にモータの動力を伝達する伝達装置が連結され、該モータにより回動角
が制御されることを特徴とする請求項１記載の車輌用周辺確認装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、前輪及びその周辺の、通常、死角となる部分の状況を確認できる車輌用周辺
確認装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　先ず、従来技術の車輌用周辺確認装置を図４を参照しながら説明する。
　図４は従来技術の車輌用周辺確認装置による車輌本体の左側方周辺部分の確認範囲を示
す平面図である。
【０００３】
　従来の車両１の周辺確認装置の一つとして、現在、車輌本体２の側面部の前方ドア３に
取り付けられたドアミラー４が最も普及している。このドアミラー３による車輌本体２の
周辺確認範囲は、図４に示したように、そのドアミラー４が取り付けられている部分の側
面、及びその後方部分の斜線Ｃで示した視界に留まり、ドライバーＰから見たドアミラー
４の直下及び前輪、特に右運転席７のドライバーＰから見た左前輪、或いは特に左運転席
７のドライバーＰから見た右前輪及びその周辺部分は死角になる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　このような死角を監視するものとして、従来は、フェンダー５部分に小型ミラ６を取り
付けて、前記死角の改善を計ったものもあったが、斜線Ｂで示した部分までしか監視の視
界を改善することができず、前輪部分及びその周辺部分からその前方方向まで監視するこ
とができなかった。
【０００５】
　本発明は、これらの課題を解決しようとするものであって、構造、構成が簡単であり、
そして車輌本体の後方部のみならず前方の死角部分、特に前輪部分やその周辺部分にわた
る状況の確認も可能な車輌用周辺確認装置を得ることを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　従って、本発明の車輌用周辺確認装置では、車輌本体の前方ドアに取り付けられた、そ
の車輌本体の側方及び後方を監視するための鏡面を備えたドアミラーと、そのドアミラー
の前記鏡面側とは反対側の背面に、前輪及びその周辺部分を監視するためのカメラ装置を
備えることにより、前記課題を解決している。
【０００７】
　従って、本発明によれば、車輌本体の側面及び後方部分は無論のこと、ドライバーＰか
ら見た前輪及びその周辺部分、更に、必要に応じて前記カメラ装置を回動させることによ
り前方方向の状況をも監視することができる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
　以下、図を参照しながら本発明の実施形態の周辺確認装置を備えた車両を説明する。
　図１は本発明の実施形態の周辺確認装置を備えた車両及びその車輌本体の左側方周辺部
分の監視範囲を示す平面図であり、図２は図１に示した車両の周辺確認装置の一部拡大斜
視図であり、そして図３は図２に示した周辺確認装置の内のカメラ装置の取付け構造を示
す断面図である。
　なお、従来技術の車輌１及びその周辺確認装置の構成部分と同一の構成部分には同一の
符号を付して説明する。
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【０００９】
　先ず、図１乃至図３を参照しながら、本発明の実施形態の車輌用周辺確認装置（以下、
単に「周辺確認装置」と略記する）の構成及びその構造を説明する。
　図１において、符号１０は車輌１の前方ドア３に取り付けた、本発明の実施形態の周辺
確認装置を指す。
　この周辺確認装置１０は、車輌本体２の前方ドア３のヒンジ部側に取り付けられ、ミラ
ー１２（図３）がドアミラー用ハウジング１１に装着されたドアミラー１３と、そのドア
ミラー１３の前記ミラー１２の鏡面側とは反対側の前記ドアミラー用ハウジング１１の背
面１４に、車輌１の前輪（不図示）及びその周辺部分を監視するために取り付けられた、
例えば、ＣＣＤなどの固体撮像素子からなるカメラ装置２０とから構成されている。そし
て、このカメラ装置２０の出力側は、前記車輌本体２内の運転席７近傍に配設されている
、例えば、液晶表示パネルの映像表示装置３０（図１）に接続されており、前記カメラ装
置２０で撮影した映像を表示する。
【００１０】
　前記カメラ装置２０は、図２及び図３に示したように、ドアミラー用ハウジング１１の
車輌本体２側からできるだけ離れたドアミラー１３のドアミラー用ハウジング１１の背面
１４の先端下方部に回動自在に取り付けることが望ましい。その先端下方部の収納凹部１
５に回動自在に取り付けられるカメラ装置２０は、対物レンズ２１を通じて入射する光像
を電気信号に変換する、例えば、ＣＣＤ（Chaege CoupledDevice) のような固体撮像素子
からなるカメラ本体２２を備えており、前記運転席７に配設されている前記映像表示装置
３０に不図示のハーネスを介して映像信号を送出する。
　これら対物レンズ２１及びカメラ本体２２は電子回路基板兼取付け基板２３を介してカ
メラ収納用ハウジング２４の内部に収納、固定されている。
【００１１】
　前記カメラ収納用ハウジング２４は前記ドアミラー用ハウジング１１の収納凹部１５の
形状に沿ったカップ状の構造で形成されており、その底面の裏面には半球状の凹面を備え
た取付け凹部２５とその底面中央部から取付け凹部２５へ貫通する貫通孔２６が形成され
ている。
　一方の前記収納凹部１５の底部には、逆に、前記半球とほぼ直径が同一の半球状の凸面
を備えた取付け凸部１６がカメラ装置２０の収納側に突出して形成されており、そしてそ
の中心部には凸面側に開口が開く比較的直径の大きい漏斗状の貫通孔１７が形成されてい
る。更にまた、この取付け凸部１６の裏面には半球面の凹部とこの内周面に連続するほぼ
円筒面を備えた円筒状枠とからなる摺動軸取付け部１８が形成されている。
【００１２】
　前記カメラ収納用ハウジング２４は、その取付け凹部２５を前記収納凹部１５の取付け
凸部１６に、それぞれの貫通孔２６と貫通孔１７とが一致するように合わせて取り付けら
れ、そしてミラー１２側から両貫通孔１７、２６に頭部が球状に形成されている摺動軸２
７を挿入して取付け凹部２５のカメラ収納用ハウジング２４内側からナット２８で締め付
けて取り付けられている。この後、カメラ本体２２と電子回路基板兼取付け基板２３をカ
メラ収納用ハウジング２４内に固定し、そしてそのカメラ収納用ハウジング２４の前面開
口部を透明カバー２９で閉鎖する。前記摺動軸取付け部１８の外周面はリング状のバネ１
９で締め付けられる。このような構造で本発明の実施形態の周辺確認装置１０が構成され
ている。
【００１３】
　従って、カメラ装置２０は、前記摺動軸２７を中心にしてカメラ収納用ハウジング２４
の取付け凹部２５をドアミラー用ハウジング１１の収納凹部１５の取付け凸部１６の表面
を摺動させることにより、図３に矢印で示したように、上下左右に自在に回動させること
ができる。このカメラ装置２０の前記回動構造に電気モータ（不図示）の動力を伝達する
伝達装置を連結させておけば、ドライバーＰは運転席７からカメラ装置２０の回動角を制
御することができる。
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【００１４】
　従って、ドライバーＰはカメラ装置２０を制御し、必要に応じてカメラ装置２０を前方
斜め下に向ければ車輌１の前輪及びその周辺部分の状況を確認でき、また、運転中、カメ
ラ装置２０を前方に向ければ前方方向の情景を時々刻々確認することができ、図１に斜線
Ａで示したように、この車輌１の視界を広めることができる。
　更にまた、通常、ドアミラー１３そのものは、運転席７から電動で、左右の開閉角のみ
ならず仰角をも制御することができるので、ドアミラー１３そのものを斜め下に向ければ
、前記カメラ装置２０で一層ドアミラー１３の取付け直下の状況を確認することができる
。
【００１５】
　前記の実施形態では、右ハンドルの車輌１の、特に左側フェンダー直下の死角を確認（
監視）できる周辺確認装置１０を図示して説明したが、右ハンドルの車輌１であっても、
左側の前輪及びその周辺部分も死角になるため、車輌１の右側のドアミラー１３にも、本
発明の周辺確認装置を適用できることはいうまでもない。更に、左ハンドルの車輌につい
ても、同様に本発明の周辺確認装置を適用できることを付言しておく。
【００１６】
【発明の効果】
　以上の説明から明らかなように、本発明の実施形態の車輌用周辺確認装置によれば、車
輌の前方の状況のみならず、前方斜め下の状況、特に前輪及びその周辺部分の状況を確認
することができ、死角を逓減して視界を拡大し、安全運転を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施形態の周辺確認装置を備えた車両及びその車輌本体の左側方周辺
部分の監視範囲を示す平面図である。
【図２】　図１に示した車両の周辺確認装置の一部拡大斜視図である。
【図３】　図２に示した周辺確認装置の内のカメラ装置の取付け構造を示す断面図である
。
【図４】　従来技術の周辺確認装置を備えた車両及びその車輌本体の左側方周辺部分の監
視範囲を示す平面図である。
【符号の説明】
　１…車輌、２…車輌本体、３…前方ドア、４，１３…ドアミラー、５…フェンダー、７
…運転席、１０…本発明の実施形態の車輌用周辺確認装置、１１…ドアミラー用ハウジン
グ１１、１２…ミラー、１４…ドアミラー用ハウジング１１の背面、１５…収納凹部、１
６…取付け凸部、１７，２６…貫通孔、１８…摺動軸取付け部、１９…リング状バネ、２
０…カメラ装置、２１…対物レンズ、２２…カメラ本体、２３…電子回路基板兼取付け基
板、２４…カメラ収納用ハウジング、２５…取付け凹部、２７…摺動軸、２８…ナット、
２９…透明カバー、Ｐ…ドライバー
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